
令和 2年度事業からの変更点 

令和 2年度地域型住宅グリーン化事業からの主な変更点を以下に記載します。 

１．長寿命型に係る変更について 

長寿命型において、「省エネ強化加算」を新設します。 

長期優良住宅の認定を取得し、かつ、BEIが 0.8以下の場合、1戸あたりの補助上限額を 30万円

引き上げます。 

２．高度省エネ型に係る変更について 

「未経験工務店と経験工務店の区分廃止」及び、「1戸あたり上限額を 70万円に引き下げ」します。 

３．施工事業者 1社が受けられる補助金上限額に係る変更について 

・三世代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合及び、被災地に存する施工事業者の場合に適

用される上限額の緩和措置は廃止します。 

・1事業者あたりの補助金上限額は、長寿命型とゼロ・エネルギー住宅型は、令和 2年度の三世

代同居加算の適用を受ける住宅を建てる場合に相当する額に引上げ、また高度省エネ型は引き

下げます。 

・上限緩和に必要な未経験工務店による活用戸数及び、1事業者あたりの補助金上限額【未経験

工務店活用グループに所属の場合】は、引上げます。 

表 1 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額一覧  

  長寿命型※1 

ゼロ・エネルギー 

住宅型 
高度省エネ型※2 省エネ改修型 

補助金活用実績 

（H27～R2） 
3戸以下 4戸以上 3戸以下 4戸以上 － － 

上限額 

 770万円 

(7戸相当) 

 700万円 

(7戸相当) 

 560万円 

(4戸相当) 

 500万円 

(4戸相当) 

 280万円 

(4戸相当) 

 250万円 

(5戸相当) 



※1 省エネ強化加算を活用する場合は、これとは別に上限額が引き上げられます。 

※2 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の合計。 

 

表 2 上限緩和に必要な未経験工務店による活用戸数 

グループ内の施工事業者数   5～10  11～25 26～50 51～100   101～ 

未経験工務店による活用戸数 2戸 4戸 6戸 8戸 10戸 

 

表 3 1事業者当たりのタイプ別補助金上限額【未経験工務店活用グループに所属の場合】  

  長寿命型※1 

ゼロ・エネルギー 

住宅型 
高度省エネ型※2 省エネ改修型 

補助金活用実績 

（H27～R2） 
3戸以下 4戸以上 3戸以下 4戸以上 － － 

上限額 

1540万円 

(14戸相当) 

1400万円 

(14戸相当) 

1120万円 

(8戸相当) 

1000万円 

(8戸相当) 

 560万円 

(8戸相当) 

 250万円 

(5戸相当) 

※1 省エネ強化加算を活用する場合は、これとは別に上限額が引き上げられます。 

※2 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の合計。 

4. 各種加算メニューに関する変更 

補助対象の住宅の建築主が 40歳未満の場合、又は、18歳未満の子どもと同居している場合、30

万円を上限に補助金額を加算する「若者・子育て世帯加算」を新設します。また、「地域材加算」、「三

世代同居加算」、「若者・子育て世帯加算」の併用は不可とし、1戸の住宅につきいずれか 1種類の活

用とします。 

5. 建設地に係る制限について 

住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第 9条第 1項の規

定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっている場合は、補助対象とすることは出来ません。但

し、優良建築物型及び省エネ改修型では、この制限は設けません。 



6. グループ採択の早期化と年間スケジュール 

現時点で想定している年間のスケジュールは以下のとおりです。但し、今後の事業の進捗状況によっ

ては、変更となる場合があります。 

○グループ採択日    ：6月 10日（木）（予定） 

○Ⅰ期（事前枠付与方式）：グループ採択日～10月末 

○Ⅱ期（先着順方式）  ：11月前半～ 

○Ⅱ期における予算充当時期の目安 

・11月前半：初回充当（Ⅰ期末までに申請ツール登録されなかった額を充当） 

・12月中旬：追加充当（Ⅰ期末までに申請ツール登録されたが 11月 20日に失効した額を充当） 

7. Ⅱ期先着順開始時の補助上限額の見直しについて 

Ⅰ期における補助上限額等は、本募集要領に記載のとおりですが、Ⅱ期においては、予算の執行状

況等を踏まえて、補助上限額等を変更する可能性があります。先着順の開始時に、実施支援室が定

める「令和 3年度地域型住宅グリーン化事業補助金交付申請マニュアル」等によりお知らせ致します

ので、ご確認ください。 

 


